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事業番号:2012
国民の安心を守る
肝炎対策強化推進事業

肝炎をめぐる現状

○ 肝炎は、その治療を放置することで、より重篤な病態 (月干硬変、肝がん)へと進展し、死に至る疾患。

O一 方、早期発見・早期治療により、重盤な病態への進展を防止又は遅らせることが可能。

○ しかしながら、いまだ撞査査量撞Lない査や感染半J明後に治療を受けない者がおり、多くが治療に結びついていない。 ´

.                     (肝 炎治療に係る医療費助成実績:平成21年度 目標10万人→実績2.6万人)

〔B型肝炎]キャリア数 約110～ 140万 人 (推定)患者数 約7万人 (推定)

[C型肝炎]キャリア数 約190～ 230万人 (推定)患者数 約37万人 (推定 )

※キヤリアとは、肝炎ウイルスが体内に持続的に存在し続けている状態の者。

マニフェスト

政策対応
・ 定期検査べの助成
・ 母子感染防止対策
。 周囲への感染予防

早期発見 0早期治療を中心とした肝炎対策の充実を図るょ

適切な治療に結びつけ、国民の命を守る。
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④肝炎患者支援手帳の作成・配布
(1億円)

・ 全国で47万人分

⑤地域肝炎治療コーディネータ‐の
養成(1億円)

検査後の受診勧奨や治療の相談を実施
・全国で約2千人の養成を目指す

①肝炎検診強化事業 (出前検診)(2億円)

職場での受検機会を逸した者へのフオロー

・ 全国で約 5万人の受検を見込む

②肝炎検査クニポンモデル事業 (33億円)

個別勧奨による有効性等を検証し、効果的
な受検促進の方策を検討
・ 全市町村の1害1(175か所)で実施
,事前の調査により、未受検かつ希望する者に
クーボン券を送付  ~

。40歳以上で5歳刻みの者のうち約27万人の受
‐ 検を見込む

|



※超党派による議員立法

肝炎対策を総合的に策定・実施
月干炎対策に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

月干炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

● 患者支援の在り方に
ついて、医療に関する
状況を勘案し、 |
今後必要に応じ、検討



○大腸がんは1年間の罹患数10万人、死亡者数4万人と我が国に多いがん。 民主党マニラェスト(抜粋 )

5年金・医療 `介護・障害福祉
●新型インフルエンザ対策としてのワクチン接種体制

の強化、がんの予防・検診体制の強化:肝炎治療

に対する支援などに集中的に取り組みます。

○特にt働き盛りの40歳代後半から罹患者数t死亡者数ともに増加 .



(参考1)がん検診未受診の理由及び事業実施による解決策
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検査キットを直接送付することにより、従来必要であつた、

検診受診場所 (医療機関等)に行<時 FB5や手間を省<。

診費用に関する問題‐

事業の対象となる方は大腸がん検診を無料で実施。

方法等に対する不安

①のお知らせにより、検診方法、検診を受けることによる利
益 (早期発見による早期治療や早期職場復帰等)を伝える。

ヽ

う

これら問題点を解消し、がん検診受診率向上、がんによる死亡者の減少を図る。



(参考2)大腸がんについて

死亡者数

<参考>がんによる死亡者数
総数 34万 2,963人
(全死因に対し30.10/o)

日本人の3人に1人ががんで死亡

42,1434人 (出典 :平成21年厚生労働省人口動態統計 )

1生男J 全年齢 20-24備長 25-29高缶 30-34歳 35-b9治証 40-44清晏 45-49売読 50-54方モ 55-59歳 60-64歳

男 22,76` 1 307 1,439 2,394

女 19:67` 14( 943

計 42,43` 325 2,382 3,69`

年間罹患者数

(新たにがんと診断され
た患者数)i _′

<参考>がん罹患数

総数 67万6,075人

104,734人 (出典:平成17年地域がん登録全国推計値)

1生男J 全年齢 20-24方楓 25-29方晏 30-34方轟 35-39清主 4o-44浩詭 45-49烏説 50-54庁装 55-59拮義 60-64応晏

男 3 24Z R 01,

女 44.834 1 2.50[

104 734 1 561 2 57〈 5、 75〔

5年生存率 結腸68.9%、 直腸・肛門65.2%(1997-99年診断例 )

(出典 :厚生労働省がん研究助成金「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」平成19年報告書 )

限局 領域 | 遠 隔 計

陪腸 95.70, 65.00% 68 90,

直腸・月工門 94.00% 56.40% 9.70, 65.20°/

大腸がん受診率 男 性 27.5%、 女 性 22.7%(出 典 :平成19年厚生労働省国民生活基礎調査)

胃がん 月市がん 子宮がん 乳 が ノリ 大腸がん

男性 32.5) 25,7, 27.5,

女 性
り
０

５，

″ 21. 1ツ 21.30/ 20.39 22.79



事業番号:2007
最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業

二元気な日本復活特別枠要望T
最低賃金「全国最低800円 」の確保に向けた

1 中小企業への支援策    |

厚生労働省労働基準局
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_政労使合意の目標を達成するため1手解決すべき課題は・・,雇用の担い手である中小
企業の支援。         「■・     ::_    1
賃金の引上げのためには、経営面での様々な工夫やt労働者の労働条件を定める

「就業規則」改定など賃金制度の見直しが必要となります
`      

「

∬甕認あ習野譴よそ摘力!も簡i躍饉珈墓予;ま手炉「

総額 62億皿



経営面と労働面の相談をワン・

ストップかつ無料で提供し、中小

企業を支援する体制を整備しま

す。
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最低賃金引上げの騨
輪

が大きい業種が、業界を挙げて賃金
底上げのための環境 に取り組む費用を助成します。



事業場内の最も低い時間給をt計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対し

て、奨励金や助成金を支給します。
これによつて地域の賃金水準の底上げを図ります。

2.業務改善等助成金 (10億円)

-1鉄 時間給800円以上を達成した場合に上乗せされる支給額

表 賃金改善奨励金支給額=覧

ま1げ人数〕
―
liI額 40円 以上80円未満 80円 以上

5人未満 15万 円 (+10万 円※ ) 35万円 (+10万 円※ )

5人以上 25万円 (+15万 円※ ) 55万円 (+15万 円※ )



地域別支援策などによる賃金引上げ |

○ 時給800円未満の労働者の時間額40円 以上引上げ
○ 波及効果 :同二事業場の他の労働者の賃金引上げ

また、消費性向の高い層の可処分所得の増による経済効果及び省力化
設備等導入による経済効果が併せて見込まれる。  1
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事業番号 :2013
不妊に悩む方への特定治療支援事業

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について
1.事業の目的について

特定不妊治療 (体外受精や顕微授精)については 1回の治療費が高額 (約 30万
円γ40万円)でありtその経済的負担が重いことから十分な治療を受けることが

できず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊
治療に要する費用の一部を助成する。

民主党の政権政策Manrest。 2010に不妊治療にかかわる支援策の拡充が明記9

特定不妊治療の概要

精子と卵子を採取 し、体外で受精させた後、
を子宮内に移植 して妊娠を図る方法

培養 した受精卵 (月ZE)

特定不妊治療の種類

体外受精  ■

シャー レ内等で精子を卵子に加え受精させる方法
11回 あた り平均治療費 約 30万円  ―

顕微授精
顕微鏡下で精子を直接卵子に注入 して受精させる方法
¬回あた り平均治療費 約 40万円
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2.給付内容について

11,

(参考)特定不妊治療費助成事業について(既存の事業)

事業の概要

○ 目的

○

○
　
Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

　

Ｏ

Ｏ

対象治療法
対象者

給付の内容
所得制限
指定医療機関
実施主体

補助率
支給実績

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、

配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

体外受精及び顕微授精 (以下「特定不妊治療」というど)

特定不妊治療以外の治療法にようては妊娠の見込みがないか、又は
極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
1年度あたり1回 15万円、 2回まで、通算 5年支給
支給率 90%(730万 円 (夫婦合算の所得ベース)未満)

事業実施主体において医療機関を指定

者「道府県、指定都市、中核市

(全者β道府県 コ指定都市 口中核市において既に開始済み)

1/2(負 担割合 :国 1/2、 都道府県 1指定者「市・中核市 1/2)
平成 21年度  84, 395イ牛⌒
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従来の事業は、 1年度あた

尋

近年の不妊治療技術 (※ )

り2回 まで助成 ′

の進歩を踏まえ、 1年度 あた り3回まで助成 を拡充

(※ )受精卵 (胚 )の凍結 r融解技術等

3.事業の新規性について

凍結胚移植のメリット
(参考)凍結胚を用いた治療の最近の状況について

・1回の採卵で複数の卵子を採取し、受精させて凍結し、妊娠に適した時期に融解して子宮に移植する方法

口採卵による母体の身体的負担が少ないため、年間3回程度の胚移植が安全に実施可能     i
・近年、胚わ凍結口融解技術が進歩し、より状態のよい胚を移植できるようになもた       ~

実施件数 (H16) 実施件数 (H20)
伸び率

(H20/H16)

凍結胚 (卵 )を用いた治療 301287 60,コ 15 ¬ 98

新鮮胚 (卵 )を

用いた治療

体外受精 41,619 59,¬ 48 1 42

顕微授精 44,698 71,350 1 59

合  計 116,604 司90,613 1 63

※「胚移植から出生に至る確率」は、平成20年の体外受精・顕微授精を実施した患者について、
子どもの出生に至った件数を、子宮内への胚移植を実施した件数で害1つ た数値である

※不妊因子のない夫婦が、1回の周期で妊娠する確率は、約30%とされている

胚移植から出生

に至る確率 (%)
20 3

15 0

12 6

資料 )日 本産科婦人科学会が集計した実績
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0

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の必要性

|

l

政策 Manifёsto20 1 0         1
「不妊治療支援など出産にかかわる支援策を拡充

患者、の方からは、短期間で集中的に治療を受けられる
環境の整備やt所得制限の緩和等を求められている。

個人差はあるものの妊娠する可能性は加齢とともに低く
なることからt比較的年齢が低いうちにt多く治療を実施
することが望ましいとされている。       |

民主党の政権

■
○

○
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「事業11 24時間地域巡回 ヨ随 E寺訪問サービス等推進事業
「事業2]宿泊付デイサービスの基盤繋備

事業番号 :2004
24時間地域巡回型訪間サービス・家族介護者

支援 (レスパイトケア)等推進事業

「新成長戦略」(平成22年 6月 18日 閣議決定)別 表 新成長戦略 (工程表)(抄 )

早期実施事項

(2010年度に実施する事項) 2013年度までに実施すべき事項

24時間地域巡回型訪問サービス.レスパイトケア

(家族の介護負担軽減)拡充の本格実施

2011年度に

実施すべき事項

1 医療 :介護サービスの基盤強化、高齢者の安心な暮らしの実現

孤立化のおそれがある「高齢単身口夫婦のみ世帯」支援について 総理指示(平成22年 8月 29日 )(抄 )

介護保険の改革
○ 介護保険改正 (2012年予定)に向けて。次の点を厚生労働省をはじめ関係省庁に指示 した。

(1)介護保険の基本目標の追加
● ・ 介護保険の基本田標に1『孤立化のおそれがある「高齢単身 。夫婦のみの世帯」の生活

支援』を追加する。
(2)_「高齢単身 1夫婦のみ世帯」を支える『新型サービス』の全国普及
・ 介護保険は、これまで「家族同居世帯」を標準としたサービスが中心。今後は、「高齢
里身二重董超塑』壁麹画菫鉦泌生避轟聖堂―ビス3本柱』の全国普及を目指す6

|(1      』)｀
         ‐

l ①
'動

地域巡回・̂腫饉監固壁=Eユ   _

L…3¨漫顎睾躍躍窪1翌写理ξ宮理のfl.墜ぃ_墨鯛i



[事業 1 4時間地域巡回・随時訪間サ…ビス推進事業
医療・介護が必要となっても、住み慣れた地域の在宅で暮らし続けたいと願う高齢者の二Tズに応えるた

め、24時間365日対応のコールセンターを設置し、24時間を通しての緊急時の随時訪間、短時間等の
定期巡回を行うモデル事業の運営費を補助。 (実施主体 :市区町村 28億円の内数) 【新規事業】 :

0 24時 間のオンコこル体制を活用した随時の訪間による在宅における『安心感』の提供
○ 短8寺間の巡回を含む定期的な訪間による『利用者のニーズや生活スタイルに合ったサービス提供』

を可能に (例 :起床介助→昼食介助二服薬介助→水分補給→就寝倉助→深夜の排せつ倉助)

○ 利用者からのコールを受診するオペレーシ∃ンセンターを活用し、訪Fo5看護や在宅療養診療所との
情報共有による『医療との連携Лを推進 (地域の訪問サービス拠点としての機能]剣ヒ)
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保険者・有識者・介護サービス事業者により構成される検討会による、24時間地域巡回型訪間サービスに
ついてのあり方に関する「中間取りまとめ」を10月 26日 (火)に公表。

|||【 fヅ翼巽悽晃覇;:目介墓暑」をあっても、在墓を串心とする住み:慣れた地域|、「尊厳と枯月i:隆」が  |
■1尊 重された生活 を継続することができるような社 会環 境 の整備 。                |
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24時間地域 巡 回型訪 間サービスの基本コンセプト >
① 継 続 的 アセスメントを前 提 としたサービス
>継続的なアセスメン トによ り心身の状態変化に迅速に対応 し、

日々のサ ービス提供量やタイミングを柔軟に変更 しながら訪間
サービスを提供。

② 24時間 の対 応
>日中、夜間、深夜、早朝のBttFo5帯 を問わず必要なタイミングで必

要なケフを提供。

③ 短 時 間 ケアの 提供
>在宅生活を支えるために必要な短時間ケアニーズに対応。

④『 随 時 の対 応 』を加 えた『 安 心 』堂―ビス
>一 日複数回の定期訪間を基本と し、「随時の文」応」を加えること

で利用者に安心感を提供 :

⑤ 介 護 サ ニ ビス と看 護 サービス の

…

            
「

,

>利用 者の看護二 =ズに迅速 に対応できるよ う介護 と看護サ ービス
を一体的 に提供。 在 宅 の利 用 者 の24時間 365日の

索 心 癖 の提供
(出 典)24時間 巡回型訪問サー スのあり方検討会

くく介題と看 護の一体的提供 》》

中間取権 とめ」(概要)より



デイサービス等の既存設備を活用し宿泊等のサTビス

基盤整備を行う。          |
(仮称))を実施するための

100億円)【新規事業】
(宿泊付デイサービス

(実施主体 :市区町村

[事業 2] 宿泊付デイサ…ビスの基盤整備

【要求要旨】
○ デイサニビスを活用した「短期間 。緊急的な」宿泊事業の実施のための基盤整備を実施。
○ 通い慣れたデイサービスでのケアを基本としてt柔軟な人員配置。設備利用を可能とすること

でt急な預かりニーズにも対応可能となる。          ・

【事業規模】 |
○ 平成23年度「 元気な日本復活特別枠」要望

○ 全国8,000床 (全国2'000事 業所程度)

○ 約4,O00人 の雇用倉」出効果を見込む

【補助内容】    _
○ 実施主体は市町村     r .・
○ ハード (施設整備)に要する費用を補助                    ,
I 利用者のプライバシー確保のための個室化を目的とした間仕切り等 (可動式)の設置
・ 防火安全対策推進の観点から「スプリンクラー、自動火災報矢□器、消防機関への通報設備」,

等の整備を■体的に行う場合も補助の対象とする。    ■

○ 既存のデイサ‐ビススペースの改修のほか、増築・新築による宿泊室の整備についても補助。
;                        ・                                                                                 ｀

※事業の運営費については、平成24年度介護保険制度改正に向けt関係者等の意見を踏まえ総合的に検討

100億 円
を整備



0‐
健康長寿社会実現のためのライプロイノベーションプロジエクト

《厚生労働省口文部科学省日経済産業省の三省協働で一体的に推進 》
※元気な日本復活特別枠要望額:厚生労働省 233億 円(三省関連予算合計額 605億円)

事業番号 :2014
健康長寿社会実現の

ためのライフ・イノヘ
・―ション

フ
゜
ロシ・ェクト

医療機器 口医薬品のイノベーション、 ICTと 医療・介護産業融合による遠隔医療、
:

1難病等の治療法等、再生医療技術等の開発

OI次世代のがん治療の開発
:‐ ■ |■  |‐  .

○ 先端医療技術の開発推進

○福祉用具 =介護ロボットの実用化支援

…23-



0 健康長寿社会実現のためのライラロィノベTションプロジェクト
《厚生労働省・文部科学省日経済産業省の三省協働で二体的に推進 》

※元気な日本復活特別枠要望額:厚生労働省 233億円(三省関連予算合計額 605億円)

,(現状と課題)難病克服のためには、疾患ごとに診断基準、治療法等の確立が必要。ウイルス性肝炎は

国内最大級の感染症であり、放置すると重篤な疾患に進行8再生医療については前臨床研究から臨床
研究まで,貫した推進体制が欠如。

・(要望内容)革新的な医療の実現に資するため、難病やがん、肝炎、精神疾患など、社会的影響が大き
い疾病の原因解明や診断法`治療法・予防法の開発、ES細胞・iPS細胞等を用いた再生医療技術の臨
床実現化のための研究等を推進する。

。(現状と課題)がんは国民最大の死亡原因であり、今後さらに増加。        i
。(要望内容)がん患者にとつて、副作用が少なく、日常生活の質を維持できる第4のがん治療法として、有
効性が期待される日本発のがんワクチン療法の実用化に向けた多施設共同での質の高い臨床開発研
究を強力に推進する:

・(現状と課題)海外に先行した日本発の医薬品・医療機器を倉1出 。

・(要望内容)日 本発の革新的な医薬品・医療機器を倉1出するため、世界に先駆けてヒトに初めて新規薬

物・機器を投与・使用する臨床試験等の実施拠点となる医療機関の人材確保、診断機器等の整備、運

日本発の革新的な新薬・医療機器の倉1出 (51億 円 )

-24-



■■

健康長寿社会実現のためのライフロイノベーシヨンプロジエクト
《厚生労働省・文部科学省日経済産業省の三省協働で一体的に推進 》

※元気な日本復活特別枠要望額 :厚生労働省 233億円(三省関連予算合計額 6o5億円)

(現状と課題)有望なシーズ(医薬品「医療機器の候補となる物質等)であつても、実
用イしに向けた橋渡しが円滑に進められていない。
(要望内容)日 本発シーズの実用化のため、産学官■体となつた取組を進め、大
学 rベンチャー等における医薬品・医療機器候補選定の最終段階から治験に至る

までに必要な試験・治験計画策定等に関する薬事戦略相談を実施する。

7福祉用具・介護ロボット実用化 (2億円)

。(現状と課題)要介護高齢者の増加や介護期間の長期化。

(要望内容)福祉用具や介護ロボット等の実用化を支援するため、試作段階にある
当該機器等に対する臨床的評価及び介護保険施設等におけるモニター調査(20件

の機器を目処)の機会を提供する:

医療情報の活用による安全対策の向上 (11億円)

・ (現状と課題)医薬品等の安全性情報の正確性`迅速性を向上させる必要があるL

.‐ I,(要望内容)医薬品等の安全対策を推進するため、全国の大学病院等5か所にお
いて、電子カルテ等のデータを活用した医療情報データベーズを構築し、1,000万

´
人規模のデニタ収集を行う。

-25-



ベ ーイフ 0 シ ヨ
γ健康社会と経済成長との両立γ

ンの二

○「新成長戦略」を踏まえ、ライフ・イノベ=シヨンの中でも、経済・社会二Tズ、
:緊

急性が極めて高いものに重点
化。文部科学省、厚生労働省、経済産業省の縦割りを排除し、三省協働でT体的に推進する。

○もって、1疾患・障害の克服による健康長寿社会の実現と国際競争力の強化による経済成長を実現するも

◆ 具体的な施策



0厚十"零 健康長寿社会実現のためのライフロイノベーションプロジiクト 平成23年度要望額 :233億 円
(難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (うち難病関連分野)           40億 円)

背景 :

すでに難治性疾患克服研究事業の研究班では、多くの難

建纂鎌霊θ讚棗隼豊舞讐讐謂 調奮等を通じ

難病患者の全遺伝子を極めて短期間に解析し、早期に原因解明及び新たな治療法・開発を推進する

(事業イメージ)

【拠点施設】

鰐
よ

癬 :懇

多`系統萎縮症
な`ど

 ヽ `|

目 目・ 、

循環器系難病
例 )

拡張型心筋症
など

1

′]ヽ児系難病
例 )ヽ

内分泌疾患
など 鶴

よ

周1系
靭痺聾圏

潰瘍性大腸炎 ∫

クロー刀茜●与
F

,.″ 麟■麟

【文部科学創       (
文部科学省のプロジェクトで整儡 て

いる先進的慮遺伝子解析技術及び大

量データの解析技術等の基盤技術を

活用した積極的な連携・協力を実施

●/

概要  _
C,次世代遺伝子解析装置を用いて、難病患者の全遺伝子
を極めて短期間に解析し、呈」 |二塁囚盤塑吸」勤上二治
嘘鰹量り する。  .■        

｀
.

O難沿性疾憲克服研究事業研究班が把握している難病患
者の           、票など)を有効に活用する
ことにE襲L難壷の互因究型塾』国國Ш量整星させる。

O当該成果を積極的に活用することによって新たな治療
法・医薬品の開発やテーラーメード医療などの実用化につ

-27…



ぐf)厚生労働省健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト平成23年度要望額 :233億円

(難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (うち肝炎関連分野)            5億 円)

(事業イメ
=ジ )

概要

平成22年 1月 に施行された「肝炎対策基本法」
の趣旨を踏まえ、国民の健康を保持する上での重

要な課題である肝炎対策を総合的に推進するため
―の基盤となる行政的な研究を実施する。 |

目標

日常生活の場や各種施設における新規感染の

発生予防等を目的とした肝炎感染予防ガイドライ
ン等策定のための研究や、肝炎診療に当たる医療

従事者に対する効果的な研修プログラム策定に関

する研究等を行うことで、肝炎対策を総合的に推

1準オう.|や?1撃ブくりを甲岬す|:| ‐ |‐
:「 |



t],厚1労早省健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト

(難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (うち精神疾患関連分野)

平成23年度要望額 :約233億円

1.5億円)

難病、がん、肝炎等の疾患の克服(精神疾患関連分野)

地域生活中心の精神科医療を実現するため、効果的な地域精神科医療モデルを開発し、精神疾患の克服を目指す

背景 精神疾患患者の受療者数は、年間約320万 人を超え、年々増加傾向に
あり、医療ニーズは高まつている。 そのような中で、重症の精神疾患で通院
困難な患者に対して、継続的に地域で適切な医療 (危機介入)、 福祉、就労
サービス(地域生活支援)等を提供することにより、長期入院化や回転ドア現
象を食い止めt社会復帰を可能とすることができると期待されており、その
■■ズに応える蓋然性が高まりつつある。 しかしながら、その効果を検証す

1寧琴撃等鰐ご糧

'鐸

出■27制F亨晉を旱,71

概要

①地域精神科医療モデルの開発
「地域生活中心の精神科医療」を実現するための、地域
精神科医療モデル構築に必要な基本データの集積
→ アウトカム調査、プロセス調査、費用対効果の検討
⇒ 複数地域を想定した地域精神科医療モデルを開発

②地域精神科医療モデルの試行研究
→ 地域精神科医療モデルの有効性・普及性を検証
⇒ 試行地域における精神病院や精神科診療所に対して、

_ち早席オ″叙        暮健禁
たな精神医療

③本格的な普及を見据えた検証 ・

|11繋鷲獅 朧 吻 訪詔予〒イl
l.   |                     ‐                  ,

(事業イメージ)

プロセス調査

費用対効果分析

地域

目標 本研究により、地域精神科医療モデルの開発を進め、「地
域生活中心の精神科医療」実現のため、包括的地域精神
科ヶアテームを全国に普及させる

アウトカム調査



健康長寿社会実現のためのライフコイノベーションプロジ土クト
(難病:がん、肝炎等の疾患の克服 (うち再生医療)

平成23年度要望額 :233億 円
10億円)

背景:ヒ トES・ iPS細胞を含むヒト幹細胞を用いた再生医
療技術の実現化に向けた研究は、国際競争が激化

.しており)               。

概要 :ヒ トES,iPS細胞を含むヒト幹細胞を用いた再生医
療技術を実現化するためには1関係省庁(基礎研
究を推進する文科省、臨床研究を推進する厚労省、
周辺機器の開発等を推進する経産省)が連携し、
再生産療の実現に向けた取組を一体的に進めるこ
とが重聖である:まず、来科省1事 、厚労省と協働し
て、研究課題の採択及び評価を実施し、数年以内
に臨床研究に到達することを目指すこととしてぃる:

また、厚労省は、ヒトES・ :PS細胞を用いた臨床研究
の実施に先立ち、切れ 目のない基礎研究から臨床

研究への移行を可能とする仕組みを構築するととも

(事業イメージ)



til)厚す
嘉
]賞

: 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジエクト 平成2o年度要望額 :233億円

(日 本発のがんワクチン療法による革新的がん治療の開発事業      ,  30億 円)

日本発の革新的がんワクチン療法の開発

「多施設共同での質の高い臨床研究を行い、有効性の高いがんペプチドワクチン療法の確立と実用化を目指す」

(実用化までのロードマツプ)

がんワクチンの開発
これまでオンコアンチゲンロ■をこにして日本人の多数を占めるHム型に
対するがんベプチトワクチンが開発されてきたが、世界駐嘔を考え、アジ
ア人に韻度の高しVLA型を中1心とするワクチンFJ発をさらに行う

臨 床 研 究・リバ ー ス臨 床 研 究

(1ルL凋ア方 ゲソフクチカ 国内の多施設期司によ型E床研究の実施
(":=床研知こ基女リパース臨床研究の逐行(史日生の評価りuF瀬切頭さI=床効果の検討)

（膵
が
ん
・肺
が
ん
等
）

対
象
・難
治
性
が
ん

成長戦略の基盤となる特許・シーズ等

国内の研究者わfttυたペブチドワクげンはオンコアレげ
ゲン由来を中心にlα准類地 に及び、国際特:午が出願さ
れ4ヽる。
これらに,もては、大多脚のり は新規性の高い分子であ
るこaち、国際的な特許性1日%て非常に]気 状ヽ況島
ている。
現|ミ ー部は欧米をはじ軸 許が成立。

-31-

期待する成果の社会的意義,有用性

0かんベブチドワクチン療法による
生存期間睡長 日常生活(仕事)め ん`治療の両立

0再発予防効果|はる人生の質の改善
●入院程 軽試 島ヽ1昨黒¬医療費肖1肘

0日本発のがん予防や治療ワクチンの全世界への展開|なる
世界 く́の強いメンセ→ 0発信

0日本経済の持統的発展
0バ イオ医薬品研究分野の人



tf)「十労彎省:

健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト平成23年度要望額:233億 円
(世界に先駆けた革新的新薬・医療機器倉1出 のための臨床試験拠点の整備事業  51億円)

(難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (うち 臨床試験 ) 9億円)

新薬:・ 医療機器の創出(臨床試験拠点の整備事業/研究費)

背景:我が国は世界に先駆けてヒHこ初めて新規薬物・

機器を投与・使用する臨床試験体制 (人材及び設備)

が不十分であるため、基礎研究成果 (シーズ)が 日本
発であっても、インフラの整つた海外で先行して実用化

|● された後t遅れて日本に導入される状況にある: | ‐

概要:0企 業・研究機関が有する日本発の新規薬物・

機器の早期・探索的な臨床試験を実施可能となるようイ
ンフラを整備する予定の医療機関 (「がん(バイオ医薬品
診断薬等)」 、「神経・精神疾患領域」、「1聞 心血管領域
(医療機器)」 等を重点分野として公募し、5か所支援)に

対して、

O日 本初の有望なシーズを評価し日本発の革新的新
薬等を世界に先駆けて創出するために、

O早 期・探索的臨床試験 (具体的な開発企業の目処が
立っているもの)の実施に必要な体制の整備を行う。

○ 実施医療機関の体制整備費と個別の具体的な研究

専奮         響速な実用イ|を甲ぅ。 |
: 整備費 110億円程度/年/機関 5箇所程度(5年継続)

・
=艦

躊 栢署爾轍 葛ξ岬
目標:新規薬物・機器について、世界に先駆けて承

認又は日本での開発段階が世界中で最も進んで
いる状況を実現すること。.  1 1 i ‐ _

世界初
礎

究

基

研
一

一

．

二

‐   この段階を支援

(研

整備費と研究費の
連動が必要:

1世界に先駆けた |

ヒトに初めての臨床試験を
,可能とするインフラを整備

ミ

ζ

・診断機器等設備   等の体制整備

ヽ     (整備費51億円)ン
一Ｕ

‐

】３
１-32-



tc)厚十マ暑| 健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジエクト平成23年度要望額:233億円

(先端医療技術等の開発・研究の推進事業(国立高度専門医療研究センタT)  70億 円)

(うち4億円はがん治療研究の推進事業を重複計上)

先端医療技術等の創出

(背景)

全国に6つある国立高度専門医療研究センターは、中核機関

1黒縫雲叩錮幌隻檀続朧借再雪F:

(目 標)                ,
先端医療技術等の創出により、がん。循環器など国民にとって

重要な疾患を克服したり、医薬 '医療機器産業の発展に寄与

したりするといった、ライフイ/ベーシヨンによる健康大国戦略を

||11す||1導的年割を果|す9 ‐  111 :|‐ .   ‐

(事業イメージ)

(概要) |
豊富な症例数、高度な専門性、これまでの研究開発に

おける実績を活かし下記の事業を実施する。

○バイオリソースの蓄積
血液1筋肉などのパイオリソース収集と活用体制の整備を

行い病態の解明や新たな診断・治療法開発を目指す。

O研究開発の推進

研究所と病院が共同して研究を実施できる強みを活用し

先端医療技術等の創出を目指す。

11.≦こと」::L::!J:,t,:::`:2J:自 []:塁   
‐
|       |‐

 
‐      ‐

 |        :            :

|センタ■が独自に知的財産管理を実施する体制整備を

1行ラ||で、景 富な研

=盛
果の社会還元を目指す。



ゆ
岸「「早i唐認境薔悧蔀縫齢潔滋単l僣説膨翻諄己23器

)

・医療機器の創出(薬事戦略相談事業)

「薬事戦略相談を導入し、日本発の革新的医薬品・医療機器の倉1出につなげる」

背景

0創 薬の開発に要する期間・コストの増加傾向等によ

り、シーズ探索段階の基礎研究に注力することが難しい。

O画期的な崖薬品・医療機器の開発には、有望なシ=
ズの絶え間ない供給とその実用化への方策が重要。

‐0国内では、有望なシニズを発見したアカデミア(大

瑠主催孟1甫主鍛 嘉篠箭明翻
:が

中滑に準ゆられていない現状がある。

概要
0シーズ発見後のアカデミア(大学)、 ベンチャー等に

おける、医薬品・医療機器候補選定の最終段階から、治

験に至るまでに必要な試験`治験計画策定等に関する
相談を主な対象とする「薬事戦略相談」を導入する。

0「薬事戦略相談」においては、薬事に精通した製薬
企業出身者を含む多彩な相談員を確保して、開発・薬事

(事業イメージ)

日本発シーズ0実用

`Lに

向けた医薬品'医療機器薬事戦略相談推進事業

研究鋼印嬌醐 イレ
低い

"勘
率

彰凛謳聾
=品

、

―

ど

日系企勁 難 遅れ

アカデミア‐ベンチャー等0
r死の0

大手企業暢 ■ズの
3割薔はや チャ→ ち

:11

アカデミアtベ
ー

等:司Stヽて優れ走シ‐ズが発見され鶴 、現 撤 善Ⅲ改

革新的医薬品・医療機馨として実用化に結びつF16ためのサポ=1体制がない。

今 日
=“

iJ―

“

心
=副

ヒに自|チ

す 0,E■い●し,oI●●■場早呼

0な ス ベンチヤーに求め
られ4ヽたい

0手 裁:1による1目讃彙薔承」ア
カデミア、ベンチャ¬の動

,基盤づ随溺なため不康立

二墓轟墓
下

磋ヽ
「

へ

離 ―鷲となうた製

認承
　
静
一

目

Ｏ
　

Ｏ
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tf)「
生労働省健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジエクト

(医療情報データベース基盤の整備事業
平成23年度要望額 :233億 円

11億円)

医療情報データベースの活用による医薬品等の安全対策の向上

キャッチフレーズ 「10oo万人規模の電子的医療情報を収集し、安心・安全な医療の提供を目指す」

背景

医薬品等の安全性情報の正確性口迅速性を向上

するため、「薬害再発防止のための医薬品行政等
の見直しについて」(平成22年4月 最終提言)にお
いて、医薬品の安全対策への電子的なデータベニ

スの活用を求められ、政府のIT戦略 (平成22年 5

月)、 新成長戦略 (平成22年 6月 )においても、

|デ■タベ|スの汚用にっいて盛リユまれている。i

概要

全国5箇所の大学病院等に電子カルテ等のデニ

タを活用した医療情報デ‐タベニスの基盤を整備
する。データベースについて、疫学的手法を利用し、
医薬品等のリスク・ベネフィットの正確・迅速な評価

窯 、|[臨尋ず:うけ「1景?け中す言,安

目標 ・         _
医薬品等の安全対策の更なる向上を目指し、従

来の企業等からの副作用報告のみでは把握でき
なかうた安全性情報を正確かつ詳細に情報収集

するため、1000万人規模のデTタベTスを構築
するょ|‐ ‐  ‐‐

・            :

(事業イメニジ) 医薬品等の安全対策等におけるデTタベTス

2016年を目違に、全ヨ5カ所0大学着院等に縮隻
10∞万人親捜以上

拠点毎のデ■夕●Tスの構築■‐■

大学病院等

品1作用の検出・発生頻度の評価
投与薬剤、イベントと忠者背景等の分析
医薬品の有効性の評価

(全国数力所)
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tf)「「「働i (1曽記昆責社膚凩蓄繁3午墜β尾震瑾雀錨ξシヨイプ甲ジエクト平成23年度要望額 :233億 円
1  2億円)

福祉用具口介護ロボットの実用化

キャッチフレーズ 「介護現場のニーズに対応した福祉用具口介護ロボット等の実用化を支援する 」

背景
○ 要介護高齢者の増加や介護期間の長期化な

ど、介護ニーズは増大する一方、介護人材の不足

が問題としてあげられている。こうした中で、我が

国の優れた科学技術の応用により、高齢者の自立

した生活への支援や介護職員の負担軽減等が期

待されている。
○ 一方で、開発現場では、様々な福祉用具や生

活支援ロボットIFついて実用化1手向けた研究開肇

ぢ釜籍婚fr郵ギ事;さまち「『
概要
福祉用具や介護ロボット等の実用化を支援する

ため、試作段階にある当該機器等に対する臨床的
評価及び介護保険施設等におけるモニタヤ調査‐
等の機会を提供する。        |

目標

●試作段階IFある高齢者の自立や介護者の負担‐

1量‐隆訛2雙種観テ|卜■ilサ鰐甘‐早‐|



注)予備費 :補正での対応なし



地域医療確保推進事業 (特別枠)

OI地域医療を確保するためには、これを担う医師をはじめとする医療関係職種の人材確保を図り、国民が安心して質の高い

サービスを受けるための医療提供体制の整備が重要
Oこれまでも、地域医療の確保については、様々な取組みを行うてきたところであるが、特に近年指摘されている医師不足、

中でも医師の地域的な偏在の是正、診療科間の偏在の是正、病院勤務医の業務負担の軽減等が喫緊の課題



《医師の地域偏在 (都市部への医師の集中)の背景》 i         t
Q覗

了百Ⅳ]廃鼻J悸審熟掛■向上おた醐ゴま肺 蔀唸 療機 廃 ぃ医碁機関基経験を積心11

②都ギ黒]纂発争寺Kttbくなるのではないかという不安
③難電8層鰐靖閉象ヾ潮嘉炉壕換Б餡奄葬(医局)の機能の低下





Ⅱ 臨床研修指導医確保事業 要求額 29億円

臨床研修中に救急医日外科医口内科医の

希望者を増やし、医師確保につなげる。

現状と課題 対策と効果

(勤務医の負担)   |
0指導医は多忙で指導時間がとれない。
O指導にかかる負担が大きい。
O指導経費は、診療報酬:で評価されていない。

(診療科偏在)            ●

0産科・小児科・救急日外科口内科などの医師が不足
※これまでに産科:小児科医を確保するための各種施策を
行うており、産科医・小児科産の数は増加の兆しがある。

指導医の意欲が落ちて、勤務医の離職や救急、外科
等を希望する若手医師の減少(診療科偏在)を誘発

ヘ
プ

O地域医療の中核を担う病院 (臨床研修病院口大学病
‐

院)の中心となる診療科を重点的に支援

0救急日外科・内科の指導医が休日日夜間に指導した際
に支払う手当分を補助(29億円)

※平日昼間の指導医の指導手当等は、既存の事業(臨床研修
費等補助金 )で別途支援している。

口指導医の処遇を改善し、負担を軽減
_  0      ■

・指導医の離職防止を図る。
1目 指導医の指導意欲を高め、研修医に救急科、

外科等の魅力を伝達       ‐

0      ‐

日将来(当該診療科に従事する医師が増加

-41-



臨床研修指導医確保事業

(内科 )

=要〒
~宇里璽饗=璽喜‐

、

努辱の確凛           |
] ・医療崩壊を食い止め、国民に費の高い医療サービスを     

―

  |
] 安定的 :二提供する。

嵐 ■ 〉
療の確保)_____.__′ //

(現状と課題)   |
“指導医は多忙で指導時間とれない。指導の負担が大きい。
→ 指導への意欲が落ちで指導医の離職や救急、外科等

を希望する若手医師数減を誘発
・指導経費は診療報酬で評価されていない。       i
・小児科・産科は19'予算から指導医の処遇改善経費を措置
r医師臨床研修費補助金 ,

22'予算162億円。23'要求|ま27億円(△ 16.6%)肖1減予定
※研修や診療現場に影響が少ない経費を対象          :

口医師不足の救急医日外科医・内科医への対応が課題

厚生労働省

救急日外科・内科の指導医が休日口夜間に指導
した際に支払う手当分を補助     ヽ

(目 的 )

・医師不足の診療科の勤務医確保 (負担軽減・離職防止)

・臨床研修の充実及び質の向上

(効果 )

.絶対数の少ない救急医は毎年120名増加 (増加率6%)
H20:救急医 1,945人

…減少傾向にある外科医は毎年200名 増加 (増加率0.9%)
H20:外科 医 22,002A

・減少傾向にある内科医は現状を維持(7万人).

※ 全医師数 (医療施設従事者 )の増加率は1.6%

基幹型病院 1,059昴専l完

院 94フ

"引

亮
112病院病院

ヽ
―
―
―
ノ

(救急) (外科 )
ヽ
日

―

′

′
‥

日

、

・プログラムの企画・立案及び実施の管理

診療上の報告口連 指導口監督 (休 日・夜間
勤務時のサポ‐卜含む )



:   Ⅲ _チーム医療実証事業  要求額 16億円

①患者・家族の医療口生活の質の向上に院日数短縮、合併症減少)

② 医 師 は 医 師 しか で き な い ことに 集 中 (医療クラニクによる事務作業、薬剤師による点滴注射薬の調製)

③ 医 療 安 全 の 向 上 (月日薬管理の適正化、副作用の早期発見)
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①入院患者の栄養面でのサポT卜を行うチーム医療の効果(近森病院の例:H21中 医協資料より)

○ 平均入院 日数30日 以上の症例 14.0%(H18)⇒ 2.0%(H20)
○ 総医療費150万 円以上の症例 13.1%(H18)⇒ 1.6%(H20)

②人工呼吸器装着患者のサポートを行うチニム医療の効果佃創中医偽資再よう)

○ 人工呼吸器の離脱に要する時間 平均 (最長)20時間57分 → 1時間52分

′

                         :

I

○ 再度の人工呼吸器装着率 80/o ⇒ 5.3%
0死 亡退院の割合       ●    ´

16%⇒ 11%

③医療クラーク(医師等の事務作業を補助する職員)導入の効果(埼玉県済生会栗橋病院の例:H22厚生労働白書より)

○ アンケート対象のほとんどの医師から「時間外労働が減った」「複雑な外来業務が省けて楽になった」との回答
○ 時間外労働時間  対前年度比14%減少(医療クラニク導入直後)

「
~~「 ~~~~~■ ~~~¨ ―̈―――

=~~~●
~「 ~~~~´

=・
~~Ⅶ

=
L___… ……___― ―――=_=________■―――̈ ~̈~~~=― ――●~「 ~~~~´

=・
~~Ⅶ



障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業

_11(1)地域移行0ための安心生活支援|

①～③の事業をおおむね200市町村で実施

① 地域移行推進重点プランの作成
各市町村で障害者が地域で安心して暮らすための地域支援策を盛り込んだプランを作成する。

(地域移行支援計画の作成費)

② 地域安心生活支援体制強化事業     ‐

プランに基づき、各市町村で24時間緊急対応や緊急二時的な宿泊等の事業を面的に一体的に行う体制を整備する6

(24時間の支援体制を確保するための人件費等)  i
③ 地域移行特別支援事業                        :

②の事業を市町村が実施するにあたり、障害者が移動支援やコミ三二ヶ一ション支援等、地域での活動支援を特に必要とする
場合には、その経費を特月1に支援する。

1  (既存の各種事業の必要量を確保)

の事業を47都道府県で実施

④ 精神障害者アウトリーチ(訪間支援)推進事業      |   _
: 各都道府県で地域での精神保健福祉に経験と実績のある多職種チームを設置し、在宅で未治療の者、治療を中断している重

症の患者などに対し、アウトリTチ (訪間支援)により保健・医療・福祉サ,ビスを包括的に提供し、丁寧な支援を実施するも

・   (アウトリーチチームの活動費 (人件費等)tレスパイト(家族の休息)用住宅借り上げ費等)

地域移行する障害者に対応 (都道府県の障害福祉計画の目標8.3万人を達成)

| 
′
障害者の地域移行支援の核となる、グループホーム・ヶァホーム等の地域で暮らす「住まぃの場」や、「日中活動の場」等を整備す  |

|る。                                                                `
:に~'■

(グル=プホ=ム1ウ7ホ‐ムノ昼夜男lk腿郵して利用轄 る新体系サ=ビ利蹴労支援等の欄中活動系サービス)=二
~~:
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プランにはt②の i～ 梓に掲げる事業など、
面的な地域生活支援策を盛り込む

4

Q´緊急時における24時間対応

移動支援事業



遍

一

F■ ■、

(都道府県)《47都道府県で実施》
‐医療法人等に事業委託
・事業運営に係る評価

イ |

ヽ |

ゝ

|

ヽ

=医療 機 関
:膳室 矩 カト十 _ド ア菫 ± 語

口介護保険事業所

・ 教育機関

、

“

域自立支援協議会等 ノ

【特徴】:

・医療や福祉サ■ビスにつながっていない段階からアウトリーチ(訪間)による支援を行う。
・精神科病院、地域活動支援センター等に専従の多職種チニムを設置し、対象者及びその家族に対し支援を

行う(24時間対応可能)。

・地域での一時的な住まい(一時的入居やレスパイト(家族の休息)施設)の確保。      '
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地域で暮らす場の整備促進 ‐● (2)

★ (1)の地域移行推進重点プランと事業と連携しながら、

グルァプホーム等の「住まいの場」や「日中活動の場」など、障害者が地域で暮らす場の整備を進める。
(都道府県の障害福祉計画の目標8.3万人を達成)

べ :

※ 2

※ 3

グルニプホTム等の81 3万人分整備は、都道府県
の障害福祉計画の目標値

既存の住居・アパー ト等についても、国土交通省

の「高齢者等居住安定化推進事業」と連携   :
NPO法人等を新たに補助事業者とする。 (新 しい
公共に対応)

-48‐



望要枠別特活復本日な着ヌ一万
一

平和を祈念するため‐の硫黄島特別対策事業

:~~~~… … ~~~― ― ― ― … … ― ― ― ― ― -7

1政FT%纏酉鷲綿 絆 理雪露昆島馳牙趙 塁霧辱製°億7
1※ 菅総理の指示により、平成22年 8月 に「硫黄島からの遺骨帰還のための特命チーム」を設置
1      ※新たに雇用する作業員の宿舎等の整備経費については、緊急経済対策補正予算においても要求中
L___=二 __… … __A~‐ "~~― “ ― ― ― ―

硫黄島におけ
.る事業に参加

1

1

.:

1

1

1

慰霊の充実御遺骨の帰還



※硫黄島における御遺骨収容風景

※米軍が使用した硫黄島地図
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計(3ケ年区画整理案査【調
‐椰 ●●

喜
　

・

適

國囲 平成23年度

【】 平成24年度

【】 平成25年度
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硫黄島日本兵の埋葬
Bury(小規模に日本兵を埋葬した場所 )
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○戦没者概数

0遺骨収容数

硫黄島における遺骨収容等の現状

21,900人

8,71511

○未送還遺骨数  「 13,185柱

硫黄島の遺骨収容数・予算額の推移

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

遺骨収容数 34 50 44 84
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(柱 )

予算額 、 21,562: 261543 21,249 30,085 34,895 34,866 65,016

(千円)

136,523

収容実施地域
外周道路
外側

外周道路
外側

外周道路

外側

外周道路
外側

外周道路
外側

外周道路
外側

島中心部 島中心部

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

遺骨収容数
11269 1.151 604 640
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(柱 )

予算額
315,478 267,329 242,096 244,114 239,729 2401231 320,941

(千 円)

614,232



資料3二 2

特別枠と補正予算等の関係

特別枠事項名
平成23年度

要望額
予備費
補 正

補正等の内容

地域医療確保推進事業 61億79百万円

障害者の地1或移行・地1或生活支援の
ための緊急体制整備事業

125億63百万円

24時間地域巡回型訪間サービス・家
族介護者支援 (レスパイ トケア)等
推進事業

24時間地域巡回型

28億円 〔補正1(38奪
酉?:3思鼎碁覆8零憎笥題ふ慰呈|〕

お泊まリデイサービス

100億円

最低賃金引上げに向けた中小企業ヘ
の支援事業

62億 12百万円

働く世代への大腸がん検診推進事業 55億 5百万円

国民の安心を守る肝炎対策強イヒ推進
事業

38億53百万円

不妊に悩む方への特定治療支援事業 119億43百万円

健康長寿社会実現のためのライフ・
イノベーションプロジェクト′

232億63百万円

平和を祈念するための硫黄島特別対
策事業

15億59百万円 〔補正インフラ整備基一部前倒し (約 2億
甲
)   

〕

新卒者就職実現プロジェク ト 72億60百万円
予備費
補 正

既存の基金に積み増 し 、⇒ 特別枠分全額対応

認知症高齢者グループホーム等防災
補強等支援事業    ' 80億円 補 正 既存の基金に積み増 し ⇒ 特別枠分全額対応

徘徊・見守りSOSネットワーク構築
事業  ' 9億85百万円 補 正 既存の基金に積み増 し ⇒ 特別枠分全額対応

貧困・困窮者の「絆」再生事業 76億円 補 正 既存の基金に積み増 し ⇒ 特別枠分全額対応

生活・居住セーフティネット支援事
業

60億円 補 正 既存の基金に積み増 し ⇒ 特別枠分全額対応

子宮頸がん予防対策強化事業 149億60百万円 補 正 新たな基金を創設 ⇒ 特別枠分全額対応

合  計 1286億82百万円 特別枠のうち、補正予算等で対応済 450億円
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番号
特別

会計名
事業名等 WG結論

イ
ー
‥

貿
易
再
保
険

特
別
会
計

制度のあり方

特別会計の廃止 (国 以外の主体に移管 )

国家の保証等国の関与を確保
移行のための適正な経過期間

積立金・剰余金の取扱いの抜本的見直し

2

労
働
保
険
特

別
会
計

雇用保険二事業①
職業情報総合データベースの
運営等

事業の廃止

3(1)

雇用保険二事業②

①ジョブカード制度普及促進事業 事業廃止
(同様の政策目的を持つた類似事業との整理統合を図り、

O」丁による能力開発という本来の政策目的を
実現できる新たな別の枠組みを設げる)

3(2)
②キャリア形成促進助成金
(ジョブカード制度関連 )

3(3) ③介護雇用管理改善等対策費 予算の縮減を行つたうえで、見直しを行う

3(4) ④特定求職者雇用開発助成金

見直しを行う。
予算要求については、実績をベースに、

真の二―ズに対応したものに限定

3(5) ⑤若年者等正規雇用化特別奨励金

3(6)
⑥職業能力開発校施設整備費等
補助金

3(7) ⑦離職者等の再就職に資する総合的
な職業能力開発プログラムの展開

4(1)
労
働
保
険
特
別
会
計

雇用保険二事業③

①(財 )産業雇用安定センター
(運営費補助 )

運営費補助の廃止

4(2) ② (財 )介護労働安定センター
(交付金)

交付金の廃止

5 制度のあり方
鷺雇遣曇予唇かま?霧蕎盲雇裏『

行枷 マヽ災保険の社舘
,(積立金)現状維持
三型弯末乙蓄稚偽曼喝
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特別会計事業仕分け(年金特別会計)評価結果 (速報版 )

0社会保険事業運営費

事 業 名 コ メ ン ト 結 果

日本年金機構運営費交付金 機構の運営に関し、意識改革の強化により徹底的な事
業効率化を図るとともに予算要求の圧縮を図る。

紙台帳等とコンピュータ記録との突合せ
総合評価方式を見直し、価格競争を重視した入札・調達
を行うことによって予算要求を2害1程度圧縮。

コニルセンター運営事業
事業内容を見直して、予算要求を2・ 3割程度圧縮。第4
コールセンターは計画を撤回。

ねんきんネット 郵便局における事業の見直しなど予算要求は全体的に
4分の1程度圧縮。

ねんきん定期便事業
できるだけ早期にネットに移行することとし、予算要求を3
割圧縮。

所在不明高齢者対策
地方公共団体が本来業務として責任を持っている部分
は地方公共団体に実施していただく方向で見直し。

○児童育成事業

子育て支援サービス事業費等 ((財 )こ ども未来財
団 )

子育てと仕事の両立という本来の目的に合致する施策
に厳しく絞り込む。予算要求の圧縮(25%目 途 )。

児童館巡回支援活動等事業 ((財)児童育成協会 )
子育てと仕事の両立という本来の目的に合致する施策
に厳しく絞り込む。予算要求の圧縮(25%目 途 )。

○制度のあり方 (未定稿 )

●基礎年金勘定・厚生年金勘定・国民年金勘定・福祉年
・積立金は、いわゆる埋蔵金に当てはまるものはない。
・新年金制度については、現行の制度における財政状況を正直に明らかにし、その現状を分析したうえ
で新しい制度設計をすること。その中で積立金のあり方も検討すべき。        ,.

●児童手当及び子ども手当勘定
・現在、子ども・子育ての新システムの検討を行つているところであり、事業主の拠出全については、仕
事と子育ての両立支援の観点から事業主が納得できるような形で新しいシステニ1の中で見直すこと。

●業務勘定
・予算の厳しい圧縮を図るように努めること。          ′

●健康勘定
・協会けんぱの未収保険料が、安易な国民負担 (特別会計の負担)とならないよう、検討すべき。

●その他
・遊休資産の有効活用及び資産売却を進めること。

※厚生労働省作成資料


